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(57)【要約】
【課題】シングル及びダブルを切り換え可能なハンドル
組立体において、ハンドル把手の方向に揃えることがで
きるようにする。
【解決手段】ハンドル組立体１は、ハンドル軸７と一体
回転可能な組立体であって、ハンドル把手６と、第１及
び第２ハンドルアーム８ａ，８ｂと、アーム取付部９と
、を備えている。第１及び第２ハンドルアームは、ハン
ドル把手が先端に回転自在にそれぞれ装着されたもので
ある。アーム取付部は、ハンドル軸と一体回転可能であ
る。アーム取付部は、第１及び第２ハンドルアームのい
ずれか一方の基端をハンドル軸と交差する第１軸Ｘ２回
りに回転不能かつ着脱自在に装着可能な第１装着部９ｂ
を有している。また、アーム取付部は、第１及び第２ハ
ンドルアームのいずれか他方の基端を第１軸とハンドル
軸を挟んで配置された第２軸Ｘ２回りに回転不能かつ着
脱自在に装着可能な第２装着部９ｃを有している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣り用リールのハンドル軸と一体回転可能な釣り用リールのハンドル組立体であって、
　ハンドル把手と、
　前記ハンドル把手が回転自在に先端に装着された第１ハンドルアーム及び第２ハンドル
アームと、
　前記第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームの一方の基端を前記ハンドル軸と交差
する第１軸回りに回転不能かつ着脱自在に装着可能な第１装着部、並びに前記第１ハンド
ルアーム及び第２ハンドルアームの他方の基端を前記ハンドル軸を挟んで前記第１軸と逆
側に配置された第２軸回りに回転不能かつ着脱自在に装着可能な前記第２装着部を有し、
前記ハンドル軸と一体回転可能なアーム取付部と、
を備えた釣り用リールのハンドル組立体。
【請求項２】
　前記第１装着部及び前記第２装着部は、前記第１軸及び前記第２軸方向に沿って形成さ
れた非円形凹部を有し、
　前記第１ハンドルアーム及び前記第２ハンドルアームは、前記非円形凹部に係合する非
円形軸部を前記基端にそれぞれ有する、請求項１に記載の釣り用リールのハンドル組立体
。
【請求項３】
　基端に前記非円形軸部を有し、前記第１装着部及び前記第２装着部の少なくともいずれ
かの前記非円形凹部に係合する重り部材をさらに備える、請求項２に記載の釣り用リール
のハンドル組立体。
【請求項４】
　前記第１装着部及び前記第２装着部に前記第１軸及び前記第２軸と交差しかつ前記ハン
ドル軸を装着する方向から挿入され、前記第１ハンドルアーム及び前記第２ハンドルアー
ムの基端部に螺合する第１ネジ部材及び第２ネジ部材をさらに備える、請求項２又は３に
記載の釣り用リールのハンドル組立体。
【請求項５】
　前記釣り用リールは、スピニングリールであり、
　前記アーム取付部と一体回転可能な前記ハンドル軸をさらに備え、
　前記ハンドル軸は、一端部がマスターギア軸に一体回転可能に連結され、
　前記アーム取付部は、前記ハンドル軸の他端部に装着されている、請求項１から４のい
ずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル組立体。
【請求項６】
　前記第１軸及び前記第２軸は、前記ハンドル軸に対して対称に配置され、かつ前記ハン
ドル軸と直交する方向より前記ハンドル軸の軸方向外方に傾いている、請求項５に記載の
釣り用リールのハンドル組立体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンドル組立体、特に、釣り用リールのハンドル軸と一体回転可能な釣り用
リールのハンドル組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スピニングリールや両軸受リールなどの釣り用リールには、ロータ又はスプールを回転
させるためのハンドル組立体がリール本体に対して回転自在に設けられている。釣り用リ
ールのハンドル組立体は、ハンドル把手と、ハンドル軸と一体回転可能なハンドルアーム
を有している。ハンドル組立体には、ダブルハンドル型のものと、シングルハンドル型の
ものとがある。ダブルハンドル型のものは、ハンドル軸がハンドルアームの中間部に装着
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されハンドル把手が両端に装着される。シングルハンドル型のものは、ハンドル軸がハン
ドルアームの基端に装着されハンドル把手が先端に装着される。
【０００３】
　スピニングリールのハンドル組立体は、マスターギアに装着されるハンドル軸と、ハン
ドルアームと、ハンドル把手と、を備えている。両軸受リールのハンドル組立体は、ハン
ドル軸に一体回転可能に装着されるハンドルアームと、ハンドル把手と、を備えている。
【０００４】
　このような２つの型のハンドル組立体は、購入時にいずれかのものが釣り用リールにセ
ットされている。このため、後から他の型のハンドル組立体を装着しようとすると別の型
ハンドル組立体を新たに購入しなければならない。
【０００５】
　そこで、シングルハンドル型とダブルハンドル型とに交換可能なハンドル組立体が従来
知られている（例えば、特許文献１参照）。従来のハンドル組立体は、ハンドル把手と、
ハンドル把手が先端に取り付けられた１対のハンドルアームと、ハンドル軸に一体回転可
能に係合し、１対のハンドルアームの基端がねじ込み固定されるアーム取付部と、を備え
ている。このような構成のハンドル組立体では、いずれかのハンドルアームをアーム取付
部にねじ込みことによりシングルハンドル型のハンドル組立体が得られ、２つのハンドル
アームのアーム取付部に取り付けることにより、ダブルハンドル型のハンドル組立体が得
られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３６０１３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記従来の構成では、ハンドルアームがアーム取付部にねじ込み固定されている。この
ためハンドルアームをアーム取付部に取り付ける際に、ハンドル把手の方向をハンドル軸
と平行な方向に揃えにくい。
【０００８】
　本発明の課題は、シングルハンドル型とダブルハンドル型とを切り換え可能な釣り用リ
ールのハンドル組立体において、ハンドル把手の方向に揃えることができるようにするこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明に１係る釣り用リールのハンドル組立体は、釣り用リールのハンドル軸と一体回転
可能な組立体である。ハンドル組立体は、ハンドル把手と、第１ハンドルアーム及び第２
ハンドルアームと、アーム取付部と、を備えている。第１ハンドルアーム及び第２ハンド
ルアームは、ハンドル把手が先端に回転自在にそれぞれ装着されたものである。アーム取
付部は、ハンドル軸と一体回転可能である。アーム取付部は、第１ハンドルアーム及び第
２ハンドルアームのいずれか一方の基端をハンドル軸と交差する第１軸回りに回転不能か
つ着脱自在に装着可能な第１装着部を有している。また、アーム取付部は、第１ハンドル
アーム及び第２ハンドルアームのいずれか他方の基端を第１軸とハンドル軸を挟んで配置
された第２軸回りに回転不能かつ着脱自在に装着可能な第２装着部を有している。
【００１０】
　このハンドル組立体では、ダブルハンドル型にする場合は、第１ハンドルアーム及び第
２ハンドルアームを第１装着部及び第２装着部に各別に装着する。また、シングルハンド
ル型にする場合は、第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームのいずれか一方を第１装
着部及び第２装着部のいずれか一方に装着する。ここでは、アーム取付部の第１装着部及
び第２装着部をハンドル軸と交差する第１軸回り及び第２軸回りに回転不能かつ着脱自在
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に第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームを装着可能に構成している。このため、第
１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームの第１軸回り及び第２軸回りの位置をハンドル
把手がハンドル軸と平行になるように揃えることができる。
【００１１】
　発明２に係る釣り用リールのハンドル組立体は、発明１に記載の組立体において、第１
装着部及び第２装着部は、第１軸及び第２軸方向に沿って形成された非円形凹部をそれぞ
れ有し、第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームは、非円形凹部に係合する非円形軸
部を基端にそれぞれ有する。この場合には、非円形凹部と非円形軸部との係合により第１
軸回り及び第２軸回りに第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームを、第１装着部及び
第２装着部にそれぞれ回転不能に装着できる。このため、軸と凹部との係合により簡素な
構成で第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームを第１装着部及び第２装着部に装着で
きる。
【００１２】
　発明３に係る釣り用リールのハンドル組立体は、発明２に記載の組立体において、基端
に非円形軸部を有し、第１装着部及び第２装着部の少なくともいずれかの非円形凹部に係
合する重り部材をさらに備える。この場合には、シングルハンドル型にする場合、ハンド
ルアームが装着されない装着部に重り部材を装着できるので、シングルハンドル型であっ
ても回転バランスが向上する。
【００１３】
　発明４に係る釣り用リールのハンドル組立体は、発明２又は３に記載の組立体において
、第１装着部及び第２装着部に第１軸及び第２軸と交差しかつハンドル軸を装着する方向
から挿入され、第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームの基端部に各別に螺合する第
１ネジ部材及び第２ネジ部材をさらに備える。この場合に、第１ネジ部材及び第２ネジ部
材により第１ハンドルアームと第２ハンドルアームとが第１装着部及び第２装着部にそれ
ぞれ固定されるので、第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアームを容易に着脱できる。
【００１４】
　発明５に係る釣り用リールのハンドル組立体は、発明１から４のいずれかに記載のハン
ドル組立体であって、釣り用リールは、スピニングリールであり、ハンドル組立体は、ア
ーム取付部と一体回転可能なハンドル軸をさらに備え、ハンドル軸は、一端部がマスター
ギア軸に一体回転可能に連結され、アーム取付部は、ハンドル軸の他端部に装着されてい
る。
【００１５】
　この場合には、スピニングリールのハンドル組立体において、ダブルハンドル型の場合
に、ハンドル把手の方向を揃えることができる。
【００１６】
　発明６に係る釣り用リールのハンドル組立体は、発明５に記載の組立体において、第１
軸及び第２軸は、ハンドル軸に対して対称に配置され、かつハンドル軸と直交する方向よ
りハンドル軸の軸方向外方に傾いている。この場合には、第１ハンドルアーム及び第２ハ
ンドルアームの先端が基端よりハンドル軸方向外方に離反して配置されるので、第１ハン
ドルアーム及び第２ハンドルアームをスピニングリールのロータの釣り糸案内部材から離
反して配置できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、アーム取付部の第１装着部及び第２装着部をハンドル軸と交差する第
１軸回り及び第２軸回りに回転不能かつ着脱自在に第１ハンドルアーム及び第２ハンドル
アームを装着可能に構成している。このため、第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアー
ムの第１軸回り及び第２軸回りの位置をハンドル把手の方向をハンドル軸と平行になるよ
うに揃えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本発明の一実施形態が採用されたスピニングリールの側面図。
【図２】その背面図。
【図３】そのハンドル軸分での断面拡大図。
【図４】図３のIV－IV断面図。
【図５】重り部材を装着した部３に相当する図。
【図６】他の実施形態の図２に相当する図。
【図７】本発明の別の実施形態が採用された両軸受リールの平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の一実施形態を採用したスピニングリールは、図１及び図２に示すように、ハン
ドル組立体１と、ハンドル組立体１を回転自在に支持するリール本体２と、ロータ３と、
スプール４とを備えている。ロータ３は、スプール４に釣り糸を巻き付けるものであり、
リール本体２の前部に回転自在に支持されている。スプール４は、外周面に釣り糸を巻き
取るものであり、ロータ３の前部に前後移動自在に配置されている。なお、ハンドル組立
体１は、リール本体２の左側（図１及び図２参照）及び右側（図示せず）のいずれにも装
着可能であり、ハンドル組立体１が装着されていない側には、キャップ部材１９が装着さ
れている。
【００２０】
　ハンドル組立体１は、ダブルハンドル型とシングルハンドル型との２つのタイプのハン
ドル組立体に交換可能なものである。ハンドル組立体は、図１に示すように、ハンドル把
手６と、ハンドル軸７と、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂと、アー
ム取付部９と、を備えている。この場合はダブルハンドル型になる。また、ハンドル組立
体１は、図５に示すように、シングルハンドル型にした場合の回転バランスを向上させる
ための重り部材１３をさらに備えている。
【００２１】
　ハンドル把手６は、指のつま先で摘んで操作するタイプのものである。第１ハンドルア
ーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂの先端にはハンドル把手６が回転自在にそれぞれ装
着されている。第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂの先端には、ハンド
ル把手６が回転自在に装着される把手軸６ａが固定されている。
【００２２】
　ハンドル軸７は、例えばステンレス合金製の棒状部材である。図３に示すように、ハン
ドル軸７は、外形が矩形等の非円形に形成されており、後述するマスターギア軸１０の非
円形の貫通孔１０ａに一体回転可能かつ軸方向移動可能に装着されている。ハンドル軸７
の先端面（図３右側端面）には、中心に雌ねじ部７ａが形成されている。貫通孔１０ａに
装着したハンドル軸７の雌ねじ部７ａにボルト部材１８の雄ねじ部１８ａを螺合させるこ
とによって、ハンドル軸７をマスターギア軸１０に対して抜け止めしている。また、ハン
ドル軸７の基端部（図３左側端部）には、アーム取付部９を連結するためのカシメピン２
０が貫通するピン貫通孔７ｂが形成されている。このカシメピン２０により、アーム取付
部９がハンドル軸７に揺動自在かつ一体回転可能に連結されている。
【００２３】
　図１に示すように、第１ハンドルアーム８ａと第２ハンドルアーム８ｂとは同じ形状で
ある。第１ハンドルアーム８ａは、ハンドル軸７の軸芯Ｘ１と交差する第１軸Ｘ２方向に
沿って配置されている。第２ハンドルアーム８ｂは、第１軸Ｘ２と軸芯Ｘ１を挟んで逆側
に配置された第２軸Ｘ３方向に沿って配置されている。ここで、第１軸Ｘ２及び第２軸Ｘ
３は、ハンドル軸７の軸芯Ｘ１に対して線対称に配置されている。また、第１軸Ｘ２及び
第２軸Ｘ３は、ハンドル軸７と直交する方向よりハンドル軸７の軸方向外方（図３左方）
に傾いている。以降の説明では、第１ハンドルアーム８ａについて説明し、第２ハンドル
アーム８ｂについては第１ハンドルアーム８ａと同じ構成のため説明を省略する。
【００２４】
　第１ハンドルアーム８ａは、例えば、アルミニウム合金等の金属製の棒状部材である。
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第１ハンドルアーム８ａは、図１、図２及び図３に示すように、基端に形成されアーム取
付部９に装着される非円形軸部８ｃと、先端部に形成されハンドル把手６の把手軸６ａが
固定される把手支持部８ｄと、を有している。第１ハンドルアーム８ａの中間部８ｅは先
細りの円柱形状に形成されている。
【００２５】
　非円形軸部８ｃの断面は、図４に示すように、中間部８ｅより小径の円の一部を切り欠
いたようなＤ字形状に形成されている。非円形軸部８ｃには、図３及び図４に示すように
、直径方向（第１軸Ｘ２と直交する直径方向）に貫通する２つの雌ネジ孔８ｆが第１ハン
ドルアーム８ａの長手方向（第１軸Ｘ２方向）に間隔を隔てて形成されている。図２に示
すように、把手支持部８ｄには、把手軸６ａがカシメ固定されている。非円形軸部８ｃは
、図３に示すように、雌ネジ孔８ｆに螺合する、例えば皿頭ボルトの形態の２本のネジ部
材（第１ネジ部材及び第２ネジ部材の一例）１４によりアーム取付部９に固定されている
。第１ハンドルアーム８ａの中間部８ｅの非円形軸部８ｃとの境界部分には、大径部８ｇ
が形成されている。この大径部８ｇと非円形軸部８ｃとの段差により第１ハンドルアーム
８ａがアーム取付部９に対して長手方向に位置決めされている。
【００２６】
　アーム取付部９は、例えば、亜鉛合金等の金属製又は合成樹脂製の部材である。アーム
取付部９は、前述したようにハンドル軸７と一体回転可能である。アーム取付部９は、先
端がハンドル軸７に連結される連結部９ａと、連結部９ａの基端から第１軸Ｘ２方向に延
びる第１装着部９ｂと、連結部９ａの基端から第２軸Ｘ３方向に延びる第２装着部９ｃと
、を有するＹ字状の部材である。
【００２７】
　連結部９ａは、基端側が僅かに大径の円筒形に形成されている。連結部９ａの先端側の
中心には、ハンドル軸７が揺動自在に連結される連結凹部９ｄが形成されている。連結凹
部９ｄは、連結部９ａの中心から外周面に欠けてスリット形状に形成されている。また、
連結部９ａには、連結凹部９ｄと交差して直径方向に貫通するピン装着孔９ｅが形成され
ている。このピン装着孔９ｅとピン貫通孔７ｂとを貫通してカシメピン２０が装着されて
いる。
【００２８】
　第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃは概ね筒状に形成されている。第１装着部９ｂは、
第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂのいずれか一方の基端をハンドル軸
７の軸芯Ｘ１と交差する第１軸Ｘ２回りに回転不能かつ着脱自在に装着可能である。第２
装着部９ｃは、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂのいずれか他方の基
端を第２軸Ｘ３回りに回転不能かつ着脱自在に装着可能である。第１装着部９ｂ及び第２
装着部９ｃの先端部の外周面は、第１ハンドルアーム８ａの大径部８ｇの外周面と面一に
なるように形成されている。
【００２９】
　第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃは、第１軸Ｘ２及び第２軸Ｘ３に沿って形成され、
非円形軸部８ｃに係合する非円形凹部９ｆをそれぞれ有している。非円形凹部９ｆは、図
３に示すように、第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃの先端面より僅かに奥側から形成さ
れている。また、非円形凹部９ｆは、図４に示すように、非円形軸部８ｃに係合するよう
に断面がＤ字形状に形成されている。第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃには、ネジ部材
１４が挿入される２つの挿入孔９ｇが第１軸Ｘ２及び第２軸Ｘ３方向に間隔を隔ててそれ
ぞれ形成されている。２つの挿入孔９ｇは、第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃのハンド
ル軸７を装着する方向にある内側部分に、第１軸Ｘ２及び第３軸Ｘ３と直交する方向に形
成されている。したがって、ネジ部材１４は、ハンドル軸７を装着する方向から第１装着
部９ｂ及び第２装着部９ｃに挿入され、雌ネジ孔８ｆにねじ込まれる。ネジ部材１４は、
第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂの抜け止め固定のために設けられて
いる。挿入孔９ｇは、ネジ部材１４の頭部を突出させることなく収納可能なテーパ形状の
座繰り面を有している。挿入側の逆側の面には、ネジ部材１４の先端部が配置される支持
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穴９ｈが形成されている。支持穴９ｈは、挿入孔９ｇより小径であり、ネジ部材１４のネ
ジ部分の最大径に対して０．１ｍｍから０．５ｍｍ程度大きい内径である。これにより、
ネジ部材１４の先端部が支持される。
【００３０】
　重り部材１３は、図５に示すように、アーム取付部９の第１装着部９ｂ又は第２装着部
９ｃに装着可能である。重り部材１３は、重り部１３ａと、重り部１３ａと一体形成され
た非円形軸部１３ｂと、有している。非円形軸部１３ｂは、第１ハンドルアーム８ａ及び
第２ハンドルアーム８ｂと同様な形状である。したがって、ネジ部材１４により第１装着
部９ｂ又は第２装着部９ｂに固定可能である。重り部１３ａは、釣り糸が引っ掛かりにく
いようにするために、ハンドル軸７の軸方向内方に湾曲して形成されている。
【００３１】
　アーム取付部９とマスターギア軸１０との間には、軸つば部材５０が配置されている。
軸つば部材５０は、カラーの機能を果たす部材であり、ハンドル軸７と一体回転可能に連
結されている。軸つば部材５０は、ハンドル組立体１を装着すると、アーム取付部９の先
端面とマスターギア軸１０の一方の端面との間に挟持され、それらと一体回転する。
【００３２】
　このようなハンドル組立体１を折りたたむには、キャップ部材１９を外してハンドル軸
７にねじ込まれたボルト部材１８を緩め、軸つば部材５０とアーム取付部９の先端面との
間に隙間が生成されるようにする。そして、アーム取付部９をカシメピン２０回りにリー
ル本体２側に揺動させることで折りたたみが可能になる。
【００３３】
　リール本体２は、図１、図２及び図３に示すように、開口を有するリールボディ２ａと
、開口を塞ぐようにリールボディ２ａに着脱自在に装着された蓋部材２ｂと、蓋部材２ｂ
から斜め上前方に延びる竿取付脚２ｃと、リールボディ２ａ及び蓋部材２ｂの後部から下
部にわたって装着されるカバー部材２ｄとを有している。リールボディ２ａは内部に空間
を有している。この空間内には、ハンドル組立体１の回転に連動してロータ３を回転させ
るロータ駆動機構５と、スプール４を前後に移動させて釣り糸を均一に巻き取るためのオ
シレーティング機構１６とが設けられている。
【００３４】
　ロータ駆動機構５は、図３に示すように、ハンドル組立体１のハンドル軸７が回転不能
に装着されたマスターギア軸１０とともに回転するマスターギア１１と、このマスターギ
ア１１に噛み合うピニオンギア１２とを有している。マスターギア軸１０は、図３に示す
ように、マスターギア１１と一体又は別体に形成された筒状部材であり、内周部の形状が
矩形等の非円形（例えば、矩形断面）に形成された貫通孔１０ａを有している。マスター
ギア軸１０は、リール本体２の両側方に突出したボス部２ｅ、２ｆの内周部に装着された
軸受１７ａ、１７ｂによって、リール本体２に回転自在に支持されている。マスターギア
１１は、ピニオンギア１２に噛み合うフェースギアである。ピニオンギア１２は、筒状に
形成され、ロータ３の中心部を貫通している。そして、ピニオンギア１２の前部が、ナッ
トによってロータ３に固定されている。また、ピニオンギア１２の中間部と後端部とが、
それぞれ軸受を介してリール本体２に回転自在に支持されている。
【００３５】
　オシレーティング機構１６は、図３に示すように、スプール４に連結されたスプール軸
１５を前後方向に移動させることで、スプール４を前後移動させるための機構である。オ
シレーティング機構１６は、スプール軸１５の斜め下方に平行に配置された螺軸２１と、
螺軸２１に沿って前後方向に移動するスライダ２２と、螺軸２１の先端に固定された中間
ギア２３とを有している。スライダ２２は、スプール軸１５の後端に回転不能に固定され
ている。中間ギア２３は、図示しない減速機構を介してピニオンギア１２に噛み合ってい
る。この減速機構によって、オシレーティング機構１６の前後移動速度が遅くなり、釣り
糸をスプール４に緻密に巻き付けることができる。
【００３６】



(8) JP 2010-273629 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

　ロータ３は、図１に示すように、ピニオンギア１２に一体回転可能に連結された円筒部
３０と、円筒部３０の側方に互いに対向して設けられた第１ロータアーム３１及び第２ロ
ータアーム３２とを有している。円筒部３０と第１ロータアーム３１及び第２ロータアー
ム３２とは一体に成形されている。第１ロータアーム３１及び第２ロータアーム３２の先
端には、釣り糸をスプール４に案内するベールアーム３４が図１に示す糸巻取姿勢とそれ
から９０度程度反転した糸開放姿勢とに揺動自在に装着されている。
【００３７】
　スプール４は、図１に示すように、ロータ３の第１ロータアーム３１と第２ロータアー
ム３２との間に配置されている。スプール４は、釣り糸が巻き付けられる糸巻胴部４ａと
、ロータ３の円筒部３０の外周側に配置されるスカート部４ｂと、糸巻胴部４ａの前方に
配置された前フランジ部４ｃと、有している。スプール４は図示しないドラグ機構を介し
てスプール軸１５に連結されている。
【００３８】
　次に、リールの操作及び動作について説明する。
【００３９】
　釣りを行う際、キャスティングしてリール本体２から釣り糸を繰り出すために、ベール
アーム３４を指先で糸巻取姿勢から糸開放姿勢に反転させる。この状態で、釣り竿を握る
手の人差し指で釣り糸を引っかけながら釣竿をキャスティングする。すると、釣り糸は仕
掛けの重さによって勢いよく前方に放出される。そして、ハンドル組立体１を糸巻取方向
に回転させると、ロータ駆動機構５によりロータ３が糸巻取方向に回転し、ベールアーム
３４が図示しないベール反転機構により糸巻取姿勢に復帰し、釣り糸がスプール４に巻き
付けられる。
【００４０】
　この釣りを行うとき、たとえば、手返しを頻繁に行う釣りを場合は、ダブルハンドル型
にし、釣り糸が糸ふけしやすい釣りを行う場合、シングルハンドル型にする。ダブルハン
ドル型からシングルハンドル型にする場合、ネジ部材１４を外して、第１ハンドルアーム
８ａ又は第２ハンドルアーム８ｂをアーム取付部９から外し、外した部分に重り部材１３
を取り付ける。
【００４１】
　このような構成のハンドル組立体１では、アーム取付部９から一方のハンドルアーム（
例えば、第２ハンドルアーム８ｂ）を取り外すだけで、シングルハンドル型のリールとし
て使用できる。
【００４２】
　また、アーム取付部９を介して第１ハンドルアーム８ａ又は第２ハンドルアーム８ｂの
トルクがハンドル軸７に伝達される。このため、ダブルハンドル型としての使用時と、シ
ングルハンドル型としての使用時と、で強度が変化することがない。
【００４３】
　さらに、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂとアーム固定部９が非円
形係合により回り止めされている。したがって、ネジ部材１４は、第１ハンドルアーム８
ａ又は第２ハンドルアーム８ｂを抜け止め固定するだけでよい。このため、巻き上げ時に
第１ハンドルアーム８ａ又は第２ハンドルアーム８ｂに作用する曲げやねじりの力がネジ
部材１４に作用せず、比較的小径のネジ部材１４であっても破断するおそれがない。
【００４４】
　＜特徴＞
　（Ａ）ハンドル組立体１は、釣り用リールのハンドル軸７と一体回転可能な組立体であ
る。ハンドル組立体１は、ハンドル把手６と、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドル
アーム８ｂと、アーム取付部９と、を備えている。第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハン
ドルアーム８ｂは、ハンドル把手６が先端に回転自在にそれぞれ装着されたものである。
アーム取付部９は、ハンドル軸７と一体回転可能である。アーム取付部９は、第１ハンド
ルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂのいずれか一方の基端をハンドル軸７の軸芯Ｘ
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１と交差する第１軸Ｘ２回りに回転不能かつ着脱自在に装着可能な第１装着部９ｂを有し
ている。また、アーム取付部９は、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂ
のいずれか他方の基端を第１軸Ｘ２とハンドル軸７を挟んで配置された第２軸Ｘ３回りに
回転不能かつ着脱自在に装着可能な第２装着部９ｃを有している。
【００４５】
　このハンドル組立体１では、ダブルハンドル型にする場合は、第１ハンドルアーム８ａ
及び第２ハンドルアーム８ｂを第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃに各別に装着する。ま
た、シングルハンドル型にする場合は、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム
８ｂのいずれか一方を第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃのいずれか一方に装着する。こ
こでは、アーム取付部９の第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃをハンドル軸７と交差する
第１軸Ｘ２回り及び第２軸Ｘ３回りに回転不能かつ着脱自在に第１ハンドルアーム８ａ及
び第２ハンドルアーム８ｂを装着可能に構成している。このため、第１ハンドルアーム８
ａ及び第２ハンドルアーム８ｂの第１軸Ｘ２回り及び第２軸Ｘ３回りの位置をハンドル把
手６がハンドル軸と平行になるように揃えることができる。
【００４６】
　（Ｂ）第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃは、第１軸Ｘ２及び第２軸Ｘ３方向に沿って
形成された非円形凹部９ｆをそれぞれ有し、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルア
ーム８ｂは、非円形凹部９ｆに係合する非円形軸部８ｃを基端にそれぞれ有する。この場
合には、非円形凹部９ｆと非円形軸部８ｃとの係合により第１軸Ｘ２回り及び第２軸Ｘ３
回りに第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂを、第１装着部９ｂ及び第２
装着部９ｃにそれぞれ回転不能に装着できる。このため、軸と孔との係合により簡素な構
成で第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂを第１装着部９ｂ及び第２装着
部９ｃに装着できる。
【００４７】
　（Ｃ）基端に非円形軸部１３ｂを有し、第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃの少なくと
もいずれかに回転不能かつ着脱自在に装着可能な重り部材１３をさらに備える。この場合
には、シングルハンドル型にする場合、第１ハンドルアーム８ａが装着されない第２装着
部９ｃに重り部材１３を装着できるので、シングルハンドル型であっても回転バランスが
向上する。
【００４８】
　（Ｄ）第１装着部９ｂ及び第２装着部９ｃに第１軸Ｘ２及び第２軸Ｘ３と交差しかつハ
ンドル軸７を装着する方向から挿入され、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアー
ム８ｂの基端部に各別に螺合するネジ部材１４をさらに備える。この場合に、ネジ部材１
４により第１ハンドルアーム８ａと第２ハンドルアーム８ｂとが第１装着部９ｂ及び第２
装着部９ｃにそれぞれ固定されるので、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム
８ｂを容易に着脱できる。
【００４９】
　（Ｅ）釣り用リールは、スピニングリールであり、ハンドル組立体１は、アーム取付部
９と一体回転可能なハンドル軸７をさらに備え、ハンドル軸７は、一端部がマスターギア
軸１０に一体回転可能に連結され、アーム取付部９は、ハンドル軸７の他端部に装着され
ている。この場合には、スピニングリールのハンドル組立体において、ダブルハンドル型
の場合に、ハンドル把手の方向を揃えることができる。
【００５０】
　（Ｆ）第１軸Ｘ２及び第２軸Ｘ３は、ハンドル軸７の軸芯Ｘ１に対して対称に配置され
、かつハンドル軸７と直交する方向よりハンドル軸７の軸方向外方に傾いている。この場
合には、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム８ｂの先端が基端よりハンドル
軸方向外方に離反して配置されるので、第１ハンドルアーム８ａ及び第２ハンドルアーム
８ｂをスピニングリールのロータ３の釣り糸案内部材であるベールアーム３４から離反さ
して配置できる。
【００５１】
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　＜他の実施形態＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００５２】
　（ａ）前記実施形態では、シングルハンドル形の場合にハンドル把手６が指先で摘むタ
イプのものを使用したが、本発明はこれに限定されない。
【００５３】
　図６において、第３ハンドルアーム１０８ｃは、ハンドル把手１０６が手で握る概ねＴ
字形のものになっている。このような第３ハンドル把手１０６をハンドル組立体１０１が
さらに備えても良い。また、第１ハンドルアーム８ａ又は第２ハンドルアーム８ｂに代え
て第３ハンドルアーム１０８ｃを備えても良い。
【００５４】
　（ｂ）前記実施形態では、釣り用リールとしてスピニングリールを例に本発明のハンド
ル組立体１を説明したが、本発明はこれに限定されない。
【００５５】
　図７において、ハンドル組立体２０１は、両軸受リールのハンドル軸２０７に一体回転
可能に装着されたアーム取付部２０９と、第１ハンドルアーム２０８ａ及び第２ハンドル
アーム２０８ｂと、ハンドル把手２０６と、を備えている。
【００５６】
　ハンドル把手２０６は、第１ハンドルアーム２０８ａ及び第２ハンドルアーム２０８ｂ
の先端に固定された把手軸２０６ａを有している。第１ハンドルアーム２０８ａ及び第２
ハンドルアーム２０８ｂは、同じ形状であり板状部材である。第１ハンドルアーム２０８
ａ及び第２ハンドルアーム２０８ｂは、アーム取付部２０９にネジ部材２１４により、回
転不能かつ着脱自在に固定されている。この装着部分は板厚が僅かに薄くなっている。
【００５７】
　アーム取付部２０９は、ナット部材２１２によりハンドル軸２０７に一体回転可能に固
定されている。ハンドル軸２０７は、リール本体２０２に回転自在に支持され、その回転
がスプール２０４に伝達される。
【００５８】
　アーム取付部２０９は、第１装着部２０９ｂと第２装着部２０９ｃとを備えている。な
お、非円形軸部２０８ｃ及び非円形凹部２０９ｆは共に矩形の断面である。なお、この実
施形態では、第１軸Ｘ２と第２軸Ｘ３は、ハンドル軸２０７の軸芯Ｘ１と直交している。
【００５９】
　このように本発明に係るハンドル組立体は両軸受リールにも適用できる。
【００６０】
　（ｃ）前記実施形態では、非円形係合により第１ハンドルアーム及び第２ハンドルアー
ムをアーム取付部に対して回り止めしたが、回り止め構造は非円形係合に限定されない。
【符号の説明】
【００６１】
　　６　　ハンドル把手
　　７　ハンドル軸
　　８ａ　第１ハンドルアーム
　　８ｂ　第２ハンドルアーム
　　８ｃ　非円形軸部
　　９　　アーム取付部
　　９ｂ　第１装着部
　　９ｃ　第２装着部
　　９ｆ　非円形凹部
　１０　　マスターギア軸
　１３　　重り部材
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　１３ｂ　非円形軸部
　１４　　ネジ部材
１０１　　ハンドル組立体
１０６　　ハンドル把手
２０１　　ハンドル組立体
２０６　　ハンドル把手
２０７　　ハンドル軸
２０８ａ　第１ハンドルアーム
２０８ｂ　第２ハンドルアーム
２０８ｃ　非円形軸部
２０９　　アーム取付部
２０９ｂ　第１装着部
２０９ｃ　第２装着部
２０９ｆ　非円形凹部
２１２　　ナット部材
２１４　　ネジ部材
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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